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広 報 連 絡 
＜市長定例記者会見資料＞ 

 

資料提供年月日 平成３０年 ２月 １日 

問い合わせ先 
課 名 水道局企画総務課 

電 話 直通 234-5906 

担 当 者 
職名・氏名 課   長 上高 直樹 

職名・氏名 課長補佐 江本 丈史 

１ 件   名 東京都水道局と岡山市水道局の災害時相互応援活動に関す

る覚書の締結について 

２ 覚書締結式 （１）日 時  平成３０年２月８日（木） 

         午後４時４５分から午後５時まで 

 （２）会 場  東京都庁第二本庁舎 

         （東京都新宿区西新宿二丁目８番１号） 

 （３）出席者  東京都水道局長     中嶋 正宏 

         岡山市水道事業管理者  今川 眞 

３ 経緯と意義  「１９大都市水道局災害相互応援に関する覚書（※）」

では、本市が大規模な地震等で被災した場合、第３順位応

援幹事都市として東京都から応援を受けることになって

います。今回の覚書により、第１順位の広島市及び第２順

位の堺市の状況にかかわらず、本市が被災した際には、東

京都に早急に応援活動を要請することができるようにな

ります。また、首都直下地震が発生した際には、本市も早

急に応援活動を開始します。 

 

【岡山市への応援幹事都市】 

第１：広島市 第２：堺市 第３：東京都 

 

４ 救援活動内容 （１）応急給水活動 

 （２）応急復旧活動 

（３）応急給水、応急復旧に必要な資機材、燃料及び物資

の提供 等 

  

５ 実効性強化策  覚書締結後は、相互の事業体で定期的に合同訓練を実施

するなど、南海トラフ巨大地震だけでなく、首都直下地震

も含めた応援活動の実効性を強化していきます。 



 

【参考】東京都との過去の訓練実績等 

  H27.10 堺市・岡山市合同水道防災訓練（岡山市開催）を東京都が視察 

  H28.17 東京都・岡山市合同水道防災訓練（岡山市開催） 

  H29.17 東京都応急給水訓練（東京都開催）を本市が視察及び情報交換会 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

※：１９大都市水道局災害相互応援に関する覚書 

大都市水道に関する災害対策の重大性にかんがみ、札幌市、仙台市、さいたま市、東京都、

川崎市、横浜市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡

山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市（以下「大都市」という。）は、水道事業に関し、

大都市において災害が発生した際、友愛的精神に基づいて相互に応援するものとし、その円

滑かつ迅速な実施を図り、また、恒久の相互応援の基礎とするため、大都市間で締結した２

１大都市災害時相互応援に関する協定（平成２４年４月発効）に基づく飲料水の供給、施設

の応急復旧等に必要な資器材の提供その他の事項について定めたもの。 

この覚書の実施細目の中で、覚書の円滑な実施を図ることを目的として、それぞれの都市

に対する応援幹事都市を予め定めている。 

 



別表２（第３条関係） 

  大都市 

応 援 幹 事 都 市  

第 １ 順 位 第 ２ 順 位 第 ３ 順 位 

 

札 幌 市 仙 台 市 川 崎 市  ― 

仙 台 市 札 幌 市 東 京 都  ― 

さ い た ま 市 新 潟 市 浜 松 市  ― 

東 京 都 横 浜 市 仙 台 市  ― 

川 崎 市 静 岡 市 札 幌 市  ― 

横 浜 市 東 京 都 名 古 屋 市  ― 

新 潟 市 さ い た ま 市 静 岡 市  ― 

静 岡 市 川 崎 市 神 戸 市  ― 

浜 松 市 堺 市 さ い た ま 市  ― 

名 古 屋 市 京 都 市 横 浜 市  ― 

京 都 市 名 古 屋 市 北 九 州 市  ― 

大 阪 市 神 戸 市 福 岡 市  ― 

堺 市 浜 松 市 岡 山 市 仙 台 市 

神 戸 市 大 阪 市 新 潟 市  ― 

岡 山 市 広 島 市 堺 市 東 京 都 

広 島 市 岡 山 市 熊 本 市  ― 

北 九 州 市 熊 本 市 京 都 市  ― 

福 岡 市 北 九 州 市 大 阪 市  ― 

熊 本 市 福 岡 市 広 島 市  ― 

注 第１順位の大都市も被災し、応援幹事都市としての業務に支障が生じた場合、

第２順位の大都市が第１順位の大都市に代わり応援幹事都市の業務を遂行する。 

また、内閣府の南海トラフ巨大地震被害想定によると、堺市及び岡山市は、第

１順位及び第２順位の大都市がともに大規模に被災すると想定されることから、

第３順位の大都市を設定する。 

１９大都市水道局災害相互応援に関する覚書　応援幹事都市一覧



　　相互応援に関する覚書】

相互応援

相互応援

東京都水道局と岡山市水道局の災害時相互応援活動に関する覚書の締結について

【日本水道協会の相互応援の仕組み】

　【１９大都市水道局災害

日本水道協会救援本部

日本水道協会岡山県支部長（岡山市）

岡山県支部内の水道事業体

第１応援幹事都市（広島市）

第２応援幹事都市（堺市）

第３応援幹事都市（東京都）

応援要請

出動要請

応 援

第１順位の広島市も被災し、応援幹事都市としての業務に支障が生じた場合、第２順位の堺市が広島市に代わり応援

幹事都市の業務を遂行する。 第２順位の堺市も被災した場合、第３順位の東京都が応援幹事都市の業務を遂行する。

東京都水道局と岡山市水道局の

災害時相互応援活動に関する覚書

広島市及び堺市の動向に関係なく活動が可能と

なるため、応援活動が迅速に開始できる。

新たに覚書締結

岡山市 災害発生

東京都 災害発生

中四国地方支部内の水道事業体

日本水道協会中国四国地方支部長（広島市）

活動内容

（１）応急給水活動

（２）応急復旧活動

（３）必要な資機材、燃料及び物資の提供 等


